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規

則

■滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
通
知
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
四
号

滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
通
知
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

滞
納
処
分
と
強
制
執
行
等
と
の
手
続
の
調
整
に
関
す
る
通
知
書
の
様
式
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和

三
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
第
十
五
号
様
式
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
事
情

届
は
、
改
正
後
の
同
様
式
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
五
号

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

条
例
第
百
四
十
六
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予
の
申
請
を
す
る
特
別
徴

収
義
務
者
は
、
元
売
業
者
を
保
証
人
と
す
る
保
証
に
よ
る
担
保
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

別
記
様
式
に
よ
る
保
証
書
（
軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予
に
係
る
元
売
業
者
に
よ
る
保
証
）
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
の
七
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
約
業
者
の
指
定
の
申
請
に
係
る
保
証
書
の
提
出
）

第
四
十
二
条
の
七
の
二

仮
特
約
業
者
が
条
例
第
百
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
約
業

者
の
指
定
の
申
請
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
元
売
業
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
り
当
該
仮
特
約
業
者

が
納
入
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
係
る
徴
収
金
に
つ
い
て
保
証
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
文
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
条
の
表
第
五
十
七
号
の
四
の
二
様
式
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
五
十
七
号
の

還
付
金
の
受
領
に
関
す
る

四
の
三
様
式

委
任
状

第
五
十
条
の
表
第
百
十
七
号
の
十
様
式
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
十
七
号
の

保
証
書
（
特
約
業
者
の
指

第
四
十
二
条
の
七
の
二

十
の
二
様
式

定
に
係
る
元
売
業
者
に
よ

る
保
証
）

第
五
十
条
の
表
第
百
十
七
号
の
二
十
二
様
式
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
百
十
七
号
の

保
証
書
（
軽
油
引
取
税
の

第
八
条
第
四
項

二
十
二
の
二
様

徴
収
猶
予
に
係
る
元
売
業

式

者
に
よ
る
保
証
）

第
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

氏
名

氏
名

第
六
号
様
式
中

相
続
人

を

相
続
人

に

改

め

死
亡
時
の

住

（居

）所
住

（居

）所

」

」

る
。第

九
号
様
式
（
第
九
号
様
式
の
個
人
の
事
業
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
、
第
十
号
様
式
（
第
十
号
様

式
の
不
動
産
取
得
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
、
第
十
一
号
様
式
（
第
十
一
号
様
式
の
自
動
車
税
（
種
別

割
）
納
付
書
の
裏
面
）
、
第
十
二
号
様
式
（
第
十
二
号
様
式
の
鉱
区
税
領
収
証
書
の
裏
面
）
、
第
十

六
号
の
二
様
式
（
第
十
六
号
の
二
様
式
の
個
人
の
事
業
税
納
付
書
の
裏
面
）
、
第
十
六
号
の
三
様
式

（
第
十
六
号
の
三
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
、
第
十
六
号
の
五
様
式
（
第
十
六

号
の
五
様
式
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
付
書
の
裏
面
）
及
び
第
十
六
号
の
七
様
式
（
第
十
六
号
の
七

様
式
の
納
付
書
の
裏
面
）
中
「り

そ
な
銀
行

」
の
次
に
「

楽
天
銀
行

」
を
加
え
る
。

、

第
二
十
五
号
様
式
、
第
二
十
六
号
様
式
、
第
三
十
四
号
の
三
様
式
及
び
第
三
十
四
号
の
四
様
式
中

「印

」
を
削
る
。

第
三
十
七
号
様
式
中

「名
称

印
氏
名
又
は
名
称

印

」
を

「名
称

氏
名
又
は
名
称

」
に
、

「担
保
提
供
書
に
は

印
鑑
証
明
書
と
同
一
の
印
を
押
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「抵

当
権
設
定
登
記
承

、

諾
書
に
は

実
印

（法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
印

）を
押
印
す
る
と
と
も
に

印
鑑
証
明
書
を
添
付

、
、

し
て
く
だ
さ
い

」
に
改
め
、
「こ

の
場
合
は

担
保
提
供
書
と
の
つ
づ
り
目
に
担
保
提
供
者
の
印
で

、

契
印
し
て
く
だ
さ
い

な
お

目
録
が
２
枚
以
上
に
わ
た
る
と
き
は

そ
の
つ
づ
り
目
に
も
契
印
し

。
、

、
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て
く
だ
さ
い

」
を
削
る
。

。

第
三
十
七
号
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
三
十
八
号
様
式
中

「

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

印

を
」

「

氏
名
又
は
名
称

氏
名
又
は
名
称

印

に
改

注
意
事
項

担
保
提
供
書
に
は

納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
及
び
保
証
人
そ
れ
ぞ
れ

、
の
実
印

（法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
印

）を
押
印
し

印
鑑
証
明
書
を
添
付
し

、
て
く
だ
さ
い

」

。

め
る
。

第
四
十
三
号
様
式
、
第
四
十
三
号
の
二
様
式
及
び
第
五
十
五
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
五
十
六
号
様
式
注
以
外
の
部
分
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
１
中
「請

求
者
の
氏
名

（法
人

は
法
人
名
及
び
そ
の
代
表
者
名

）は
自
署
押
印
し
て

」
を
「氏

名
又
は
名
称
欄
に
は

請
求
者
の

、
、

氏
名

（法
人
に
あ
つ
て
は
法
人
名
及
び
そ
の
代
表
者
名

）を
記
名
し
て

」
に
改
め
、
同
様
式
注
２
中

「と
同
様
自
署
し

印
は
同
一
の
も
の
を

」
を
「と

き
と
同
様
に
記
名
し

」
に
改
め
る
。

、
、

第
五
十
六
号
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
五
十
七
号
の
四
の
二
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第５７号の４の３様式（規格Ａ４）

還付金の受領に関する委任状

年 月 日

群馬県自動車税事務所長 あて

委任者（納税義務者）

住所又は所在地

氏名又は名称

印

私は、次の自動車税（環境性能割）・自動車税（種別割）に還付金が発生した場合は、下

記の者に還付金の受領についての一切の権限を委任します。

課税年度 年度

登録番号 群・群馬 かな

高崎・前橋

（〒 － ）
受

住 所

還 （所在地）
付
金 任 電話番号
を
受 ﾌﾘｶﾞﾅ
領 者
す

氏名（名称）る
方
が □ 群馬銀行の本店・支店の窓口で受領する（群馬県内在住者のみ選択可）。
記
入 還 □ 口座振替により受領する。
し 付
て 金

金融機関名
銀行・金庫 本店

く の 口 組合・農協 支店
だ 受 座
さ 領 振 口 座 番 号 普通 ・ 当座
い 方 替

法 先 ﾌ ﾘ ｶ ﾞ ﾅ。

預金名義人

還付理由 抹消・重複納付 還付理由発生日 年 月 日

１ 印鑑登録証明書原本又は群馬県自動車税（種別割）領収証書原本
添

※重複納付の場合は、受領した全ての領収証書原本を添付してください。
付

２ 抹消を証する書類
書

３ 住民票の写し等（転居、婚姻等により委任者（納税義務者）の住所又は氏名に
類

変更があつた場合に、異動情報が分かる書類）

１ この委任状は、自動車税（環境性能割）又は自動車税（種別割）に係る還付金

注 を本人（納税義務者）以外の第三者が受領する場合に作成し、還付理由が発生し
た日の属する月の末日までに提出してください。

２ 委任者欄は、委任者が自署してください。また、押印欄には実印を押印し、印
意

鑑登録証明書の原本を添付してください。ただし、群馬県自動車税（種別割）領
収証書の原本を添付する場合は、実印の押印に代えることができます。

事 なお、委任者が法人である場合は、添付書類にかかわらず、法人の所在地並び

に法人名及び代表者氏名を記入し、代表者印を押印してください。

３ 預金名義人欄は、受任者の氏名又は名称と同一のものを記入してください。
項

４ 還付理由が事実と異なる場合には、還付できない場合があります。

５ 提出時に、申請者の本人確認をさせていただきますので、御了承ください。
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第
五
十
七
号
の
五
様
式
、
第
五
十
七
号
の
六
様
式
注
以
外
の
部
分
、
第
五
十
七
号
の
七
様
式
、
第

五
十
七
号
の
八
様
式
、
第
五
十
九
号
様
式
、
第
五
十
九
号
の
四
様
式
及
び
第
五
十
九
号
の
六
様
式
中

「印

」
を
削
る
。

第
六
十
七
号
様
式
裏
面
中

「備
考

法
人
課
税
信
託
に
係
る
受
託
法
人
の
各
事
業
年
度
の
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
す
る

県
民
税
の
法
人
税
割
額
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
事
業
税
額
及
び
特
別
法
人

を

事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額
を
更
正
し

又
は
決
定
し
た
場
合
に
は

「法
人

、
、

名
の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
し
て
使
用
す
る

」

」
。

「備
考
１

法
人
課
税
信
託
に
係
る
受
託
法
人
の
各
事
業
年
度
の
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
す

る
県
民
税
の
法
人
税
割
額
又
は
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
事
業
税
額
及
び
特
別

法
人
事
業
税
額
又
は
地
方
法
人
特
別
税
額
を
更
正
し

又
は
決
定
し
た
場
合
に
は

、
、

「法
人
名

の
欄
に
は
法
人
課
税
信
託
の
名
称
を
併
記
し
て
使
用
す
る

」
。

２
地
方
税
法
第
７
２
条
の
２
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

（同
項
第

に

１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
事
業
と
同
項
第
３
号
に
掲
げ
る
事
業
と
を
併
せ
て
行
う

法
人
を
含
む

）の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
税
額
及
び
特
別
法
人
事
業
税
額
を

。
更
正
し

又
は
決
定
し
た
場
合
に
は

別
表
を
使
用
し

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

、
、

、
別
に
事
業
税
額
及
び
特
別
法
人
事
業
税
額
を
記
入
す
る

」

。

改
め
、
同
様
式
裏
面
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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第６７号様式別表（規格Ａ４）

法人の事業税・特別法人事業税 事業別更正・決定金額計算書

（所在地） 年 月 日

（法人名）

（県法人番号）

様

事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで

事 業 税 ・ 特 別 法 人 事 業 税

摘 要 課 税 標 準 税率（％） 税 額

所 得 金 額 ○62 円

法 付 加 価 値 額 ○63
第 総 額

72 資 本 金 等 の 額 ○64
条

の 収 入 金 額 ○65
２

第 年 万円以下 ○66 円

項

第 更 年 万円超 万円以下 ○67
１ 本

号 正 年 万円超 ○68
又

は ・ 計 （ ○66 ＋ ○67 ＋ ○68 ） ○69
第 県

２ 決 軽 減 税 率 不 適 用 法 人 ○70
号

に 定 付 加 価 値 額 ○71
掲 分

げ の 資 本 金 等 の 額 ○72
る

事 金 収 入 金 額 ○73
業

額 １号事業及び２号事業合計
○74

（○69 又は○70 ＋○71 ＋○72 ＋○73 ）

法 所 得 金 額 ○75
第

72 付 加 価 値 額 ○76
条 総 額

の 資 本 金 等 の 額 ○77
２

第 収 入 金 額 ○78
１

項 所 得 金 額 ○79
第 更 本

３ 正 付 加 価 値 額 ○80
号 ・ 県

に 決 資 本 金 等 の 額 ○81
掲 定 分

げ の 収 入 金 額 ○82
る 金

事 額 ３ 号 事 業 合 計
○83業 （○79 ＋○80 ＋○81 ＋○82 ）

更正・決定の合計事業税額（○74 ＋○83 ） ○41

法第72条の２第１項第１号に掲げる事業 ○84
本 の所得割に係る特別法人事業税額

特 更

別 正 法第72条の２第１項第２号に掲げる事業 ○85
法 ・ 県 の収入割に係る特別法人事業税額

人 決

事 定 法第72条の２第１項第３号に掲げる事業 ○86
業 の 分 の収入割に係る特別法人事業税額

税 金

額 合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 ○51
（ ○84 ＋ ○85 ＋ ○86 ）

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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「

「

第
六
十
八
号
様
式
中

印

を

に
改
め
る
。

」

」

第
七
十
五
号
様
式
か
ら
第
七
十
六
号
の
二
の
四
様
式
ま
で
、
第
七
十
六
号
の
二
の
六
様
式
、
第
七

十
六
号
の
二
の
九
様
式
、
第
七
十
六
号
の
五
様
式
及
び
第
七
十
六
号
の
八
様
式
中

「

「

印

を

に
改
め
る
。

」

」

第
七
十
七
号
様
式
中
「
（名

称

）

印

」
を
「
（名

称

）
」
に
、

「

床
面
積
・
地
積

平
方
メ

ー

ト
ル
合
計

平
方
メ

ー

ト
ル

住
所

（所
在
地

）

前
所
有
者
氏

名

（名
称

）

」

を「

床
面
積
・
地
積

平
方
メ

ー

ト
ル
合
計

平
方
メ

ー

ト
ル

」

に
改
め
る
。

第
七
十
七
号
の
二
様
式
別
表
以
外
の
部
分
、
第
七
十
七
号
の
四
様
式
、
第
七
十
七
号
の
五
様
式
、

第
八
十
号
様
式
及
び
第
八
十
一
号
の
二
様
式
か
ら
第
八
十
一
号
の
四
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を

削
る
。

第
八
十
二
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

「

当
座

総
合

普
通
・
当
座

を

に
改
め
る
。

普
通

そ
の
他

（

）

」

」

第
八
十
二
号
の
二
様
式
、
第
八
十
五
号
様
式
、
第
八
十
八
号
様
式
、
第
九
十
号
様
式
、
第
九
十
五

号
様
式
及
び
第
九
十
七
号
様
式
か
ら
第
九
十
九
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

「

印

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
百
三
号
様
式
、
第
百
五
号
様
式
及
び
第
百
十
号
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

第
百
十
二
号
様
式
中

印

を

に
、

」

」

「

性
別

生
年

年
月

日
年

齢
歳

月
日

男
・
女

を

納
税
義
務
者

職
業

と
の
続
柄

」

「

生
年

年
月

日
年

齢
歳

月
日

に
改
め
、
同
様
式
別

納
税
義
務
者

職
業

と
の
続
柄

」

表
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

第
百
十
三
号
様
式
中
「印

」
を
削
り
、

「

生
年

性
別

年
月

日
年

齢
歳

月
日

男
・
女

を

納
税
義
務
者

職
業

と
の
続
柄

」

「

生
年

年
月

日
年

齢
歳

月
日

に
改
め
る
。

納
税
義
務
者

職
業

と
の
続
柄

」

第
百
十
三
号
の
二
様
式
、
第
百
十
五
号
の
三
の
二
様
式
、
第
百
十
五
号
の
三
の
三
様
式
及
び
第
百

十
五
号
の
三
の
七
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
十
五
号
の
三
の
八
様
式
中
「

」
を
削
る
。

「

「

第
百
十
五
号
の
三
の
十
一
様
式
中

印

を

に
改
め
る
。

」

」

第
百
十
七
号
の
十
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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第１１７号の１０の２様式（規格Ａ４）

収 入

印 紙

保 証 書

（特約業者の指定に係る元売業者による保証）

仮 住所又は

特 所 在 地

約

業 氏名又は

者 名 称

上記仮特約業者について、地方税法施行規則第８条の３５の規定により、次のとおり保証します。

保 証 す る 金 額 金 円

保 証 す る 期 間 年 月 日 から 年 月 日 まで

上記仮特約業者が納入すべき軽油引取税にかかる群馬県の徴収金を納入期日までに納入し

保 証 す る 内 容 ないときは、上記金額の範囲内において、当該仮特約業者が納入すべき軽油引取税に係る群

馬県の徴収金について保証する。

年 月 日

群馬県知事 あて

（元売業者）

住所

（所在地）

氏名

（名称） 印

１ この保証書は、仮特約業者が特約業者の指定を申請する場合に作成し、提出してください。
注

２ 押印欄には、元売業者の実印（法人にあつては代表者印）を押印するとともに、印鑑登録証明書を添
意

付してください。
事

３ 保証する期間には、仮特約業者が特約業者の指定を希望する日から、仮特約業者の指定を受けた日か
項

ら１年を経過する日までの期間を記入してください。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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第
百
十
七
号
の
十
六
様
式
表
面
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
十
七
号
の
十
八
様
式
及
び
第
百
十
七
号
の
十
九
様
式
中

「
印

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
百
十
七
号
の
二
十
一
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
十
七
号
の
二
十
二
様
式
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）



10

第１１７号の２２の２様式(規格Ａ４)

収 入

印 紙

保 証 書

（軽油引取税の徴収猶予の担保に係る元売業者による保証）

特
住所又は

別

徴 所 在 地

収

義
氏名又は

務
名 称

者

上記の特別徴収義務者について、地方税法第１４４条の２９第１項に規定する軽油引取税の徴収猶予に係る担保と

して、次のとおり保証します。

保 証 す る 金 額 年 月行為分の軽油引取税額 円

上記特別徴収義務者が納入すべき軽油引取税にかかる群馬県の徴収金を納入期日までに納

保 証 す る 内 容 入しないときは、当該特別徴収義務者が納入すべき軽油引取税に係る群馬県の徴収金につい

て保証する。

年 月 日

群馬県 行政県税事務所長 あて

（元売業者）

住所

（所在地）

氏名

（名称） 印

注 １ この保証書は、軽油引取税の特別徴収義務者が徴収猶予を申請する場合において、元売業者を保証人

意 として保証による担保を提供する際に作成し、提出してください。

事 ２ 元売業者の押印欄には、実印（法人にあつては代表者印）を押印するとともに、印鑑登録証明書を添

項 付してください。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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第
百
十
七
号
の
二
十
六
様
式
か
ら
第
百
十
七
号
の
二
十
八
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

第
百
十
七
号
の
三
十
二
様
式
及
び
第
百
十
七
号
の
三
十
三
様
式
中

「
印

を
」

「

に
改
め
る
。

」

第
百
十
八
号
様
式
、
第
百
二
十
二
号
の
三
様
式
、
第
百
二
十
二
号
の
五
様
式
及
び
第
百
二
十
二
号

の
八
様
式
中
「印
」
を
削
る
。

第
百
二
十
二
号
の
九
様
式
中

「

「
を

に
改
め
る
。

印
」

」

第
百
二
十
三
号
の
二
の
二
様
式
、
第
百
二
十
三
号
の
六
様
式
、
第
百
二
十
三
号
の
七
様
式
及
び
第

百
二
十
八
号
の
二
の
二
様
式
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

第
百
四
十
一
号
の
二
様
式
中

印
を

に
改
め
る
。

」

」

「

「

第
百
四
十
二
号
様
式
及
び
第
百
四
十
六
号
様
式
中

印

を

に
、
「記

名
押

」

」

印

」
を
「記

名

」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
九
号
様
式
か
ら
第
百
五
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も

の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
六
号

群
馬
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

第
五
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「６

０
日

」
を
「３

月

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
低
開
発
地
域
工
業
開
発
地
区
に
お
け
る
県
税
の

課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の

同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
七
号

群
馬
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
七
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
に
お
け
る
県
税
の

課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の

同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
八
号

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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群
馬
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二

十
七
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
号
の
二
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お
け
る
県
税
の
課
税
の

特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
同
規
則

の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
様
式
は
、
当
分
の
間
、
従
前
の
様
式
を
適
宜
補
正
し
て
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２５号）
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